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○学習者や企業等が学習機会を適切に選択できるようにするため、各機関における日本語教育の内容等を機関の目的
によって見える化するとともに、学習者の学びを適切に評価することができるよう、日本語教育を行う機関が提供
する教育内容の質を保証することを目指す。

○このため、一定の要件を満たす日本語教育機関を認定する制度を創設し、認定時点及び認定後において以下の仕組
により質の維持向上を図る。
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認定を受けた日本語教育機関の質の維持向上に関する仕組の全体像（イメージ） 資料４
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○認定を受けた日本語教育機関において外国人等に日本語を教える日本語教員の資質・能力を確認し、証明するため
の資格を定めて、日本語教育の質の向上及び日本語教員の確保を図る。

日本語教育能力を
判定する試験（筆記試験）

筆記試験①

・区分ごとの基礎
的な知識・技能

の測定

筆記試験②

・区分横断的な複
合問題及び聴解

試験

日本語教師を目指す者（年齢、国籍、母語を資格取得要件としない）

指定試験機関 指定日本語教員養成機関

日本語教員養成課程
※以下の教育実習を一体的に実施

教育実習
※日本語教員養成課程修了者は一体的
に教育実習を実施済みのため免除

国

筆記試験合格及び
教育実習の修了登録

指定指定

登録日本語教員

知識及び技能向上のための研修
各自が自分に合った研修を受講

日本語教員養成課
程修了者に対して
筆記試験①の免除

試験合格者

認定を受けた日本語教育機関の教員の資格制度 （イメージ）

登録証
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